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１ 区の概要 

（１） 区域、人口、世帯数 

   ＜位置＞ 大田区は、東京都の東南部に位置しています。東は東京湾、西・南は多摩川に面し、江東

区、品川区、目黒区、世田谷区、神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。 

    

＜面積＞ 大田区は、61.86 平方キロメートルで、東京都の総面積（2,199.94 平方キロメートル）の

約 2.81％、区部面積（627.51 平方キロメートル）の約 9.86％にあたり、23 区中 1 番の広さです(令

和７年 10 月１日現在)。 

 

 

                                                               出典：Cratft MAP 

 

 

  

出典：CraftMap 

【東京都２３区】 
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男 38,111 男 10.3%

女 36,152 女 9.7%

男 257,854 男 70.0%

女 244,335 女 65.7%

男 72,413 男 19.7%

女 91,654 女 24.6%

男 368,378 男 100.0%

女 372,141 女 100.0%

男 (15,926)

女 (16,115)

※構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

※（　）は内数

65歳以上

小計 100.0%

74,263

構成比

740,519

0歳～14歳

15歳～64歳

人口（人）

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

小計

502,189

164,067

（外国人） (32,041) 世帯数 418,230

（令和７年１月１日現在）

住民基本台帳人口

10.0%

67.8%

22.1%
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（２）区の財政 
 
 

令和７年度一般会計当初予算額＜3,527 億 959万円＞ 

 

  

※数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 
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間

接

税

消費税

酒税

国たばこ税

たばこ特別税

揮発油税

地方揮発油税

航空機燃料税

石油ガス税

石油石炭税

自動車重量税

印紙税

登録免許税

電源開発促進税

とん税

特別とん税

関税

国際観光旅客税

都

税

普通税

都民税（個人・法人・利子割等）

事業税（個人・法人）

地方消費税

不動産取得税

都たばこ税

ゴルフ場利用税

自動車税環境性能割

自動車税種別割

軽油引取税

鉱区税 

★法定外普通税

○特別区民税（法人）

 ○固定資産税

★特別土地保有税

目的税

狩猟税

★水利地益税

宿泊税（法定外目的税）

○事業所税

○都市計画税

特

別

区

税

普通税

特別区民税（個人）

軽自動車税環境性能割

軽自動車税種別割

特別区たばこ税

鉱産税

目的税 入湯税

（３）区民と税金 

① 税の種類（国、都、区） 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

直

接

税

所得税

復興特別所得税

法人税

地方法人税

特別法人事業税

地方法人特別税

相続税

 贈与税

森林環境税

【国  税】 【地  方  税】

金】 

（令和 7 年４月１日現在） 

※〇印の税は、区（市町村）の税目であるが、地域の特殊性を反映し、都税として課税しています。 

※★印の税は、都内では課税していません。（特別土地保有税は、平成 15 年度以降は課税停止） 

※鉱産税は、平成 21 年度以降は大田区内では課税していません。 

※特別法人事業税は、令和元年 10 月１日以後に開始する事業年度から課税されます。 

※森林環境税は、令和６年度から課税されています。 
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② 個人にかかる税 

 納税義務者 課税標準等 納付方法等（納期限） 

特
別
区
民
税
（
個
人
） 

・区内に住所がある者 

・区内に事務所・事業所 

または家屋敷を有し、住所

のない者 

前年（１～12月）の所得金

額 

（区内に事務所、家屋敷等

のみを有す者は均等割のみ課

税） 

<普通徴収> 

 給与所得者以外の納税方法。区役所から納

税通知書を毎年６月に発送し、年４回で納付 

（納期限）１期（6/30） 
        2 期（8/31） 
          ３期（10/31） 
          ４期（1/31） 

＜特別徴収＞ 

 会社が給与所得者の給与から天引きし、まとめ

て納付する方法。納税通知書は、毎年５月に

発送し、年 12 回で納付 

（納期限）徴収月の翌 10 日 

軽
自
動
車
税
種
別
割 

・原動機付自転車や軽自

動車等を所有する者 

・原動機付自転車 

・軽自動車 

・小型特殊自動車 

・二輪小型自動車 

納税通知書を毎年５月に４月１日現在の

所有者に送付 

（納期限）５月末日 

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割 

・三輪以上の軽自動車を取

得した者 

軽自動車の通常取得価格  新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽

自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協

会で納付 

特
別
区
た
ば
こ
税 

・製造たばこの製造者 

・特定販売業者 

・卸売販売業者 

＜対象＞ 

区内で売渡した製造たばこ 

＜課税標準＞ 

たばこの本数 

前月分を毎月末日までに申告納付 

入
湯
税 

・鉱泉浴場の入湯客 １人１日について 150 円  特別徴収義務者（浴場の経営者等）が前

月分を末日までに申告納入 

③ 予算１万円の使途（令和７年度一般会計予算） 

福祉の充実 学校教育・生涯学習 区政の運営等 公園・道路等の整備 ごみ収集・リサイクル 

5,170 円 1,330 円 1,320 円 630 円 390 円 

商工業の振興等  健康・医療の推進 まちづくり・環境 特別区債の償還 その他（予備費等） 

360 円 340 円 330 円 50 円 80 円 
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２ 特別区税 

（１）区歳入の推移 

 

（２）特別区税 税目別収入額の推移 

 

自主 依存

財源 財源 収入額 構成比

○ 特別区税 79,559,020 81,582,213 81,585,454 24.21

○ 地方譲与税 1,775,629 1,989,236 1,972,902 0.59

○ 利子割交付金 270,533 313,937 430,432 0.13

○ 配当割交付金 1,440,790 1,667,906 2,215,502 0.66

○ 株式等譲渡所得割交付金 1,107,743 1,786,030 3,230,907 0.96

○ 地方消費税交付金 18,703,914 18,456,706 19,309,547 5.73

○ 自動車取得税交付金 49 8,106 3,745 0.00

○ 環境性能割交付金 275,837 303,301 403,956 0.12

○ 地方特例交付金 499,014 493,500 3,992,116 1.18

○ 特別区(財政調整)交付金 77,137,109 81,492,691 86,392,956 25.64

（普通交付金） 74,855,558 78,137,423 83,299,301 -

（特別交付金） 2,281,551 3,355,268 3,093,655 -

○ 交通安全対策特別交付金 68,020 62,275 61,214 0.02

計 180,837,658 188,155,901 199,598,731 59.24

○ 分担金・負担金 2,225,440 2,094,582 1,872,206 0.56

○ 使用料・手数料 8,439,401 8,373,796 8,466,551 2.51

○ 国庫支出金 67,498,865 58,062,361 57,778,302 17.15

○ 都支出金 26,777,797 35,482,852 35,828,695 10.63

○ 財産収入 1,710,782 1,624,722 1,720,062 0.51

○ 寄附金 375,193 415,837 651,504 0.19

○ 繰入金 7,742,615 9,676,857 13,037,215 3.88

○ 繰越金 5,588,567 2,680,418 1,949,016 0.58

○ 諸収入 5,231,662 7,686,062 8,016,923 2.38

○ 特別区債 1,714,400 1,994,000 8,000,000 2.37

計 127,304,722 128,091,487 137,320,474 40.76

歳入合計 308,142,380 316,247,388 336,919,205 100.00

合 110,872,680 114,134,487 117,298,931 34.82

計 197,269,700 202,112,901 219,620,274 65.18

一

　

般

　

財

　

源

特

　

定

　

財

　

源

自主財源

依存財源

[会計決算書]　　（単位：千円、％）

区

分
歳入科目 4年度収入額 5年度収入額

6年度

収入額 構成比

特別区民税 76,047,063 93.21

軽自動車税 387,003 0.47

特別区たばこ税 5,093,788 6.25

入湯税 57,600 0.07

合　計 81,585,454 100.0079,559,020 100.00 81,582,213 100.00

5,108,109 6.42 5,186,520 6.36

16,373 0.02 50,636 0.06

74,063,629 93.09 75,969,074 93.12

370,909 0.47 375,983 0.46

（単位：千円、％)

4年度 5年度 6年度

収入額 構成比 収入額 構成比
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【歳入に占める特別区税の推移】       【特別区税に占める特別区民税の推移】 

（３）特別区税の税率 

① 特別区民税・都民税 

         【所得割】                       【均等割（年額）】 

                     

② 軽自動車税種別割（令和７年度 年額） 

ア 原動機付自転車、小型特殊自動車等 

 

車種 区分 年税額（円） 

原動機付自転車 

（原付バイク） 

 

50 ㏄以下又は定格出力 600w 以下（※） 2,000 円 

50 ㏄超 90 ㏄以下 2,000 円 

125cc 以下かつ最高出力 4.0kw 以下 2,000 円 

90 ㏄超 125 ㏄以下 

 

2,400 円 

ミニカー（三輪以上で 20 ㏄超 50 ㏄以下） 3,700 円 

小型特殊自動車 
農耕作業用 2,400 円 

その他（フォークリフト等） 5,900 円 

二輪軽自動車 125 ㏄超 250 ㏄以下 3,600 円 

二輪小型自動車 250 ㏄超 6,000 円 

 

特別区民税 都民税 

課税標準 税率 課税標準 税率 

一律 ６％ 一律 ４％ 

特別区民税 都民税 

3,000 円 1,000 円 

※ 令和 6 年 4 月 1 日以降、特定小型原動機付自転車を含みます。 

三輪以上のもので、総排気量 20cc 超又は定格出力 250w 超のものを除きます。 

二輪のもので、総排気量 125cc 以下かつ最高出力 4.0kw 以下のものを除きます。 
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イ 軽自動車（三輪及び四輪以上） 

車種 区分 

       新規登録（初度検査年月） （円） 

Ａ 平成 27 年

４ 月 以 降

（※） 

Ｂ 平成 24 年

４ 月 ～ 平 成

27 年３月 

C 平成 24 年

３月以前（重

課税率） 

軽自動車 

三輪 3,900 3,100 4,600 

四輪以上 

乗用 

営業用 6,900 5,500 8,200 

自家用 10,800 7,200 12,900 

貨物用 

営業用   3,800 3,000 4,500 

自家用 5,000 4,000 6,000 

 

令和 6 年４月１日～令和 7 年３年 31 日に新車登録した軽自動車のうち、下記該当のもの 

車種 区分 

         グリーン化特例（軽課）  （円） 

D 電気自動車

及び天然ガス

軽自動車 

E  令和２年

度基準達成か

つ令和 12 年

度基準 90％

達成 

F  令和２年

度基準達成か

つ令和 12 年

度基準 70％

達成 

軽自動車 

三輪 
1,000 

2,000 

（乗用営業用

のみ） 

3,000 

（乗用営業用

のみ） 

四輪以上 

乗用 

営業用 1,800 3,500 5,200 

自家用 2,700 ‐ ‐ 

貨物用 

営業用 1,000 ‐ ‐ 

自家用 1,300 ‐ ‐ 

※平成 27 年 4 月 1 日以降に新車登録をされた軽自動車は、新税率（上表 A）及びグリーン化特例（上表 D～F）

が適用されます。また、平成 27 年 3 月 31 日以前に新車登録された軽自動車については、上表 B を適用しますが、

グリーン化を進める観点から、新車登録から 13 年を経過した軽自動車は、新税率（上表 A）の約 20％の重課税率

（上表 C）が適用されます。 
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③ 軽自動車税環境性能割 

※１ 平成 30 年排出ガス基準適合又は平成 21 年排出ガス基準 NOx10％以上低減が条件となります。 

④ 特別区たばこ税 

     1,000 本につき 6,552 円 

【１箱 580 円の場合のたばこ税負担額】 

 

   

⑤ 入湯税 

入湯客１人１日について、150 円

自家用 営業用

　かつ令和12年度燃費基準80%達成

　かつ令和12年度燃費基準75%達成 1% 0.5%

　かつ令和12年度燃費基準70%達成 2% 1%

2%

　ガソリン軽自動車

　平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減、

かつ令和２年度燃費基準達成

上記以外

非課税

税率

（R7.4.1~R8.3.31)
車種

非課税

　電気軽自動車

　天然ガス軽自動車（※１）


